
１ 施設の概要

２ 指定管理者が行う業務

３ 施設の管理体制

４ 施設の利用状況

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月１２月 １月 ２月 ３月 合計

Ｒ１年度 3,290 2,556 2,612 1,826 2,578 2,934 2,162 1,440 720 577 810 143 21,648

Ｈ３０年度 3,010 2,446 3,405 2,830 2,393 2,745 2,442 1,754 1,052 805 780 870 24,532

増　減 280 110 -793 -1,004 185 189 -280 -314 -332 -228 30 -727 -2,884

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月１２月 １月 ２月 ３月 合計

Ｒ１年度 161 268 250 159 368 206 161 111 80 34 37 3 1,838

Ｈ３０年度 118 282 201 263 296 208 105 74 99 47 42 83 1,818

増　減 43 -14 49 -104 72 -2 56 37 -19 -13 -5 -80 20

令和2年7月30日

午前８時３０分～午後５時１５分

管理体制

　　正職員（常勤職員）：　１人、非常勤職員：３人　〔計　４人〕

○鳥取県立青少年社会教育施設の設置及び管理に関する条例（以下「設置管理条例」という）第５条第１号に掲
げる業務
　ア　施設設備の保守管理及び修繕
　イ　施設の保安警備、清掃等
○設置管理条例第５条第２号に掲げる業務
　ア　管理施設の利用許可、使用料の徴収等に関する業務
　　(ｱ)設置管理条例に基づく利用の許可
　　(ｲ)適正な管理に必要な利用者への措置命令及び施設からの退去命令
　　(ｳ)使用料の徴収
　　(ｴ)使用料の減免
　イ　その他管理施設の管理に必要な業務
　　(ｱ)管理施設の利用受付及び案内
　　(ｲ)施設の利用促進
○設置管理条例第５条第３号に掲げる業務
　受入事業・主催事業実施補助業務

設置目的

利用料金収入
　　　 (千円)

委託業務の内容

利用者数 (人)

自然に親しませ、自然の中での集団宿泊訓練を通じて少年の健全な育成を図るものとする。

月曜日、国民の祝日（その日が土、日の場合は開所）、年末年始（１２月２９日から１月３日）

施設内容

○敷地面積：２７，９１１．００㎡
○建築面積(延)：３，６６７．９３㎡
○施設内容：屋内施設（レクリエーションホール、研修室、食堂、浴室、体育館、宿泊室）
　　　　　　屋外施設（キャンプ場、野外炊事場、集いの広場、カヌー倉庫）

指 定 管 理 業 務 点 検・評 価 シ ー ト（令和元年度業務)

所在地

連絡先

指定期間ＴＫＳＳ・富士綜合警備保障共同企業体

鳥取県立船上山少年自然の家

平成31年4月1日～令和6年3月31日

担当：生涯学習推進担当　岡本
電話：０８５７－２６－７５１９

社会教育課

東伯郡琴浦町山川807-2施　設　名

施設所管課名

指定管理者名

開館時間

設置年月日 昭和５２年７月

休館日

使用料 学生以下…無料、一般…宿泊(一人一泊につき)９００円・日帰り(一人一日につき)４５０円

庶務部長（正職員１）─┬─事務員（非常勤職員１）
　　　　　　　　　　　｜
　　　　　　　　　　　｜―ボイラー技師（非常勤職員１）
　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　└─技術指導支援員（非常勤職員１）



５ 収支の状況 （単位：千円）

６　労働条件等

（参考）
○労働基準監督署長への届出が必要な労使協定の例（労働基準法に基づくもの）
　・労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合（労働基準法第18条）
　・１ヶ月単位の変形労働時間制（労働基準法第32条の２　就業規則に定めた場合には届出不要）
　・１年単位の変形労働時間制（労働基準法第32条の４、第32条４の２ほか）
　・１週間単位の非定型的変形労働時間制（労働基準法第32条の５）
　・時間外労働・休日労働（労働基準法第36条　いわゆる「３６協定」）
　・事業場外労働のみなし労働時間制（労働基準法第38条の２　事業場外労働が法定労働時間内の場合は不要）
　・専門業務型裁量労働制（労働基準法第38条の３）

○各種管理者等の業種・規模に係る要件（労働安全衛生法に基づくもの）

※幅がある場合は上限、下限を
記入

選任の要否：否　　選任状況：選任なし

安全衛生推進者（衛生推進者）の選任

50人以上
種別
産業医

※規模の要件あり

選任の要否：要　　選任状況：選任あり

就業規則の作成状況

給与

労働時間

給与金額

安全衛生

※平均月額を記入時給1,060円～1,435円

年1回実施

※規模の要件あり

※業種・規模の要件あり

1,001人～2,000人（４人選任）

最低賃金との比較 適 適

選任の要否：否　　選任状況：選任なし

50人以上

※有無を記入

安全管理者の選任を要する業種以外の業種

安全管理者

衛生管理者

全ての業種
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業（物の加工業を含
む。）、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売
業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・
じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、コルフ場業、自動車整備業及
び機械修理業

無

全ての業種

※書面の名称を記入

状況
確認項目

雇用契約
・

労使協定

有

規模（常時使用する労働者数）

休暇：年１０日

時間管理の手法

※常時１０人以上の労働者を起
床する場合は作成、届出が必要

201人～500人（２人選任）

所定労働時間

休暇：年１０日

支払い遅延等の有無

※業種・規模の要件あり

50人～200人（１人選任）

※タイムカード、ICカード、自己申
告、使用者の現認などの別を記
入

安全管理者の選任

12

支出

 人  件  費

計

-580

 管理運営費 25,745 1,688

11,899

-943

757

2,717

27,433

1,774

40,34941,106

43

シーツ料

体験活動費

1,025

事業外収入

小　計

小　計

619

2,345

43

37

793

41,538

39,700

増　　減

1,062

労働条件の書面による提示

576

39,769

令和元年度区　　　　　分

収入

11,887

 事　業　費

就業規則
任用条件通知書

収 　支 　差 　額

2,388

776
事業収入

1,051

39,193

576

計

指定管理料

雑収入

619

42,157

-17

37,375 2325

2,001人～3,000人（５人選任）

平成３０年度

※労働基準監督署長への届出
が必要な協定の有無

※幅がある場合は上限、下限を
記入

産業医の選任

安全管理者と同じ
衛生推進者

安全衛生推進者

正職員 非常勤職員

自己申告及び使用者の現認 自己申告及び使用者の現認

７時間４５分/日

有

就業規則

有

10人以上50人未満
10人以上50人未満

衛生管理者の選任

3,001人以上（６人選任）

無

休暇、休日の状況

有

・５時間４５分/日
・週２９時間

※適否を記入

労使協定の締結状況

一般健康診断の実施

備考

業種

501人～1,000人（３人選任）

臨時職員

選任の要否：否　　選任状況：選任なし



７ サービスの向上に向けた取組み

８ 利用者意見への対応

９ 指定管理者による自己点検

その他

R2年度にリーダー室のみエアコン設置予定。宿泊室へは引き続き要望していく。

利用者アンケートの結果(R1～H27の比較)・・・
　職員の対応　「とても満足・少し満足」R1:100% H30:100% H29:100% H28:100%  H27:99%、
               「やや不満・とても不満」R1:0% H30:0% H29:0% H28:0%   H27:1%
　利用満足度　「とても満足・少し満足」R1:98% H30:99% H29: 99% H28:99.6% H27:99%、
                「やや不満・とても不満」R1:2% H30:1% H29:1% H28:0.4% H27:1%

宿泊室へエアコン設置を設置してほしい

・指定管理者の協力のもと新規主催事業の実施や、従来からの事業も回数を増やして実施するなど、体験活動の充実に努めた。
・ニチレクが作成している『ザ・合宿』への掲載や、日本海駅伝の宿泊場所として各高校へDMを送付するなど広報に努め、実際に
２団体の予約へ繋がった。

　〔成果のあった取組み・積極的に取り組んだ事項〕

・新型コロナウイルス感染症の影響により予約が減少している。宿泊については1/2定員という制約があり、大規模校が宿泊できな
い。
・シニア、レディース、ジュニア、ファミリー向けに「船上山カレッジ」を開催し、利用者増に繋げたい。
・ロビーにテレビモニターを設置し、施設のＰＲ動画を流している。季節毎の様々な体験メニューをお知らせすることにより、リ
ピーター獲得に繋げる。
・給食の献立をパターン化し、食材料費や在庫の削減、栄養士・調理師の負担軽減を図る。（季節毎に５パターン）

　利用者からの積極的な評価

au利用者から携帯電話が繋がらないとの利用者意見が多くあったが、auへ要望書を出したところ整備していただ
け、auも繋がるようになり、利用者の利便性が向上した。

利用者アンケートによる。（従来から行っているもの。指定管理に特化した質問項目はない）

宿泊利用者を優先するため、夏休み期間の出前事業を取りやめた。年間利用者数は減少したが、宿泊利用者へ手
厚く対応でき、サービスの質は向上した。また、年度後半は積極的に出前に出かけ、利用者数維持と施設のＰＲ
を行った。

利用者からの苦情・要望

体験活動の質の
向上

新緑キャンプ、ちょこっと探検隊、ノルディックウォーク、TKSS杯などの新規主催事業や、従来からの事業も回
数を増やす（ピザ祭り2回→5回）など、体験活動の充実に努めた。

取　　組　　み　　内　　容

対　応　状　況

区　分

利用者意見
の把握方法

　〔現在、苦慮している事項〕〔今後、改善・工夫したい事項・積極的に取り組みたい事項〕

体験活動の充実



10 施設所管課による業務点検

　※総括欄は、各項目の平均の小数点以下第2位を四捨五入した数値を基本に、総合的に評価する。

3

・指導部門と連携し、新規主催事業数を増やしたり、既存事業も回数を増
やして実施するなど、体験活動の充実と利用促進を図った。
・合宿雑誌への掲載や各高校へのＤＭ送付などの広報を行い、新規予約
へ繋げた。

協定書に沿って適切な管理が行われている。

〔会計事務の状況〕

3 協定書に沿って適切な管理が行われている。

3

3

　 ・その他の法令

　 ・環境関連法令
　　（大気、水質、振動、廃棄物等）

　　　　　　３：おおむね協定書の内容どおり適切な管理が行われており、計画・目標に近い実績を達成している。

項　　　　　　　目

〔施設設備の維持管理・緊急時の対応等〕
　○施設設備の保守管理・修繕
　○施設の保安警備、清掃等

3

　○適正管理に必要な利用者への措置命令
　○使用料の徴収、減免の実施

《評価指標》５：協定書の内容以上に高レベルで実施されており、また、計画・目標を上回る実績があり、
　　　　　　　　優れた管理運営がなされている。

　○関係法令に係る行政指導等の有無等

　○利用料金等に係る適正な会計事務

　○利用の許可

　○利用者意見の把握・対応

　○附属設備・備品の貸出し

　○不適正事案や事故等の有無

　○利用者へのサービス提供・向上策
　○施設の利用促進

　○利用受付・案内

総　　　　括

　○開館時間、休館日、利用料金等

令和元年度より新たに5年間の指定管理期間が開始したが、引き続き利用
者の高評価を維持するとともに、協定書に沿って積極的かつ堅実な施設
の管理運営を務め、制度の趣旨に沿った成果を上げている。

　 ・労働関係法令
　　（労働基準、労働安全、障がい者雇用等）

3

受付・案内、付属設備、備品の管理など、協定書に沿って適正に管理され
ている。

評　価

　○業務報告書(月次)における内部検査結果

3 利用者の安全等のため、設備の点検・保守等が適正に行われた。

　○県内発注（鳥取県産業振興条例）

　○事故の防止措置、緊急時の対応

利用許可、使用料の徴収・減免など、協定書に沿って適正に管理されてい
る。

〔施設の利用の許可、利用料の徴収等〕

〔関係法令の遵守状況〕
　○必要な規程類の整備

協定書に沿って適切な管理が行われている。

　○利用指導・操作

　　　　　　１：協定書の内容に対して重大な違反事項が認められる、指摘済みの不適切事項が放置されている、
　　　　　　　　計画・目標、前年度実績を大きく下回っているなど、大いに改善を要する。

　　　　　　２：協定書の内容に対して不適切な事項が認められ、また、計画・目標を達成していない。

　　　　　　４：協定書の内容以上の適切な管理が行われており、計画・目標を上回る実績があった。

〔その他〕
　○指導部門との連携

3

　○個人情報保護、情報公開

〔その他管理施設の管理に必要な業務〕

〔収入支出の状況〕

〔職員の配置〕

協定書に沿って適切な管理が行われている。

〔利用者サービス〕

3

　○障がい者就労施設への発注等

指定管理者と指導部門の連携に大きな支障はなく、利用者にも高い評価
を得ている。

点　　　検　　　結　　　果

〔県の施策への協力〕
協定書に沿って適切な管理が行われている。3

3


